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この度は、意見提出の機会をいただきありがとうございます。 

以下のように意見を提出させていただきますので、何卒ご査収の程お願いいたします。 

 

・全般に関する意見 

特定デジタルプラットフォームに関する透明性及び公正性を担保するための法律が成立して、法

を施行するための政令等が示されたことについて、経産省をはじめ関係各位の多大なるご尽力に

感謝申し上げるとともに、法の運用にあたっては法の主旨に則った適正で迅速な対応が促進され

ることを期待する。 

 

・全般に関する意見 

特定デジタルプラットフォーム提供者の指定に関する事業区分と規模については、基本的に賛同

する。一方で、デジタルプラットフォームが提供する IT 業界は変化の激しい世界であること、今後

IT 業界に限らずデジタルプラットフォームが介在する領域が拡大することが想定されることから、法

の運用にあたっては、そのような変化に迅速に対応するために、適時適切な見直しを図ることを求

める。見直しにあたっては、法の主旨である過度な規制とならないように必要最小限度の範囲であ

ることも考慮すべきである。 


